
２1.　10.　15
※システムなどの都合により各種通知などの元号
が平成として表記されている場合があります。

◎
引
き
落
と
し
（
特
別
徴
収
）
の

対
象
と
な
る
公
的
年
金

　
老
齢
基
礎
年
金
、
老
齢
厚
生
年

金
、
退
職
共
済
年
金
な
ど

◎
特
別
徴
収
１
年
目
の
方
・
昨
年

途
中
で
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替

（
普
通
徴
収
）
に
な
っ
た
方

　
①
引
き
落
と
し
（
特
別
徴
収
）

の
対
象
と
な
る
方
＝
平
成　
年
中

３０

に
公
的
年
金
な
ど
の
支
払
い
を
受

け
た
方
で
、
平
成　
年
４
月
１
日

３１

現
在
、
引
き
落
と
し
の
対
象
と
な

る
公
的
年
金
の
支
払
い
を
受
け
て

い
る　
歳
以
上
の
方
。
た
だ
し
、

６５

次
の
方
は
引
き
落
と
し
の
対
象
に

な
り
ま
せ
ん

　
▼
平
成　
年
１
月
1
日
現
在
、

３１

市
内
に
住
所
を
有
し
な
い
方
（
転

出
、
死
亡
者
な
ど
）
▼
公
的
年
金

の
支
給
額
が
年　
万
円
未
満
の
方

１８

▼
介
護
保
険
料
が
引
き
落
と
し

（
特
別
徴
収
）
さ
れ
な
い
方
▼
障

害
年
金
・
遺
族
年
金
の
み
を
受
給

し
て
い
る
方
（
課
税
対
象
に
な
ら

な
い
た
め
）

　
②
引
き
落
と
し
（
特
別
徴
収
）

の
開
始
時
期
＝
元
年　
月
支
払
い

１０

分
か
ら

　
③
引
き
落
と
し
（
特
別
徴
収
）

の
対
象
と
な
る
市
民
税
・
都
民
税

＝
対
象
と
な
る
の
は
公
的
年
金
な

ど
の
年
金
所
得
に
係
る
市
民
税
・

都
民
税
の
み
で
す
。
年
金
所
得
の

他
に
給
与
所
得
、
不
動
産
所
得
な

ど
他
の
所
得
が
あ
る
場
合
、
こ
れ

ら
の
所
得
に
係
る
市
民
税
・
都
民

税
は
従
来
通
り
、
給
与
か
ら
の
特

別
徴
収
、
納
付
書
ま
た
は
口
座
振

替
（
普
通
徴
収
）
に
よ
る
納
付
に

な
り
ま
す

　
④
公
的
年
金
か
ら
の
徴
収
方
法

＝
６
月
・
８
月
は
納
付
書
ま
た
は

口
座
振
替
（
普
通
徴
収
）、　

月
・
１０

　
月
・
２
月
は
公
的
年
金
か
ら
の

１２引
き
落
と
し
（
特
別
徴
収
）
に
な

り
ま
す
（
左
上
表
１
参
照
）

◎
特
別
徴
収
２
年
目
以
降
の
方

　
「
引
き
落
と
し
の
対
象
と
な
る

公
的
年
金
」「
引
き
落
と
し
の
対
象

者
」「
引
き
落
と
し
の
対
象
と
な
る

市
民
税
・
都
民
税
」
に
つ
い
て
は

１
年
目
の
方
と
同
様
で
す
。

　
引
き
落
と
し
（
特
別
徴
収
）
の

開
始
時
期
＝
平
成　
年
４
月
支
給

３１

分
か
ら
。
た
だ
し
、
４
月・６
月・

８
月
分
は
仮
徴
収
と
な
り
、
そ
れ

ぞ
れ
前
年
度
の
年
税
額
の
６
分
の

１
の
金
額
を
公
的
年
金
か
ら
引
き

落
と
し
（
特
別
徴
収
）
し
ま
す
。

　
月
・　

月
・
２
月
分
は
、
そ
の

１０

１２

年
度
の
市
民
税
・
都
民
税
額
か
ら

こ
の
仮
徴
収
分
を
差
し
引
い
た
金

額
を
公
的
年
金
か
ら
引
き
落
と
し

（
特
別
徴
収
）
し
ま
す
（
左
上
表

２
参
照
）

　
引
き
落
と
し
（
特
別
徴
収
）
が

中
止
と
な
る
場
合
＝
引
き
落
と
し

（
特
別
徴
収
）
開
始
後
、
公
的
年

金
な
ど
の
支
給
停
止
な
ど
が
発
生

し
た
場
合
は
、
引
き
落
と
し
が
中

止
と
な
り
、
納
付
書
ま
た
は
口
座

振
替
（
普
通
徴
収
）
に
よ
る
納
付

と
な
り
ま
す

◎　
歳
未
満
で
公
的
年
金
な
ど
を

６５
受
給
し
て
い
る
方

　
　
歳
未
満
で
公
的
年
金
な
ど
の

６５
所
得
と
給
与
所
得
が
あ
り
、
給
与

所
得
の
市
民
税
・
都
民
税
が
給
与

か
ら
引
き
落
と
し
（
特
別
徴
収
）

さ
れ
て
い
る
方
は
、
公
的
年
金
な

ど
の
年
金
所
得
に
係
る
市
民
税
・

都
民
税
を
給
与
か
ら
の
引
き
落
と

し
分
と
合
算
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
希
望
す
る
方
は
、
勤
務
先
の

担
当
者
に
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
給
与
所
得
に
係
る
市
民

税
・
都
民
税
の
納
付
方
法
が
納
付

書
ま
た
は
口
座
振
替（
普
通
徴
収
）

の
方
は
、
取
り
扱
い
の
変
更
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　
詳
し
く
は
課
税
課
市
民
税
係
☎

４
７
０
・
７
７
７
７
（
内
線
２
３

３
３
～
２
３
３
７
）
へ
。

　
都
営
交
通
な
ど
が
利
用
で
き
る

「
東
京
都
シ
ル
バ
ー
パ
ス
」
を
発

行
し
ま
す
。
有
効
期
間
は
発
行
日

～
２
年
９
月　
日
で
す
。

３０

　
【
対
象
】都
内
に
住
所
を
有
す
る

満　
歳
以
上
の
方

７０
　
【
費
用
】①
平
成　
年
度
の
住
民

３１

税
が
「
課
税
」
の
方
＝
年
２
万
５

１
０
円
②
平
成　
年
度
の
住
民
税

３１

が
「
非
課
税
」
の
方
＝
年
１
０
０

０
円
③
平
成　

年
度
経
過
措
置

３１

（
※
）対
象
の
方
＝
年
１
０
０
０
円

　
※
平
成　
年
度
経
過
措
置
対
象

３１

の
方
＝
平
成　
年
度
の
住
民
税
が

３１

「
課
税
」
で
も
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
方
で
す
。

　
▼
平
成　
年
の
合
計
所
得
が
１

３０

２
５
万
円
以
下
の
方
▼
平
成　
年
１７

度
の
住
民
税
が
非
課
税
で
あ
っ
た

こ
と
に
よ
り
、
平
成　
年
度
経
過

３０

措
置
を
受
け
た
方

　
【
必
要
書
類
】全
員
＝
ア「
本
人

確
認
書
類
（
保
険
証
ま
た
は
運
転

免
許
証
な
ど
）」▼
費
用
②
の
方
は

ア
に
次
の
い
ず
れ
か
１
点
を
追
加

▽
イ
「
平
成　
年
度
介
護
保
険
料

３１

額
決
定
通
知
書
兼
納
入
通
知
書
」

の
所
得
段
階
区
分
欄
に
「
１
」
～

「
５
」
の
い
ず
れ
か
の
記
載
が
あ

る
も
の
▽
ウ
「
平
成　
年
度
住
民

３１

税
非
課
税
証
明
書
」
▽
エ
「
生
活

保
護
受
給
者
証
明
書
（
平
成　
年
３１

４
月
以
降
の
生
活
扶
助
）」▼
費
用

③
の
平
成　
年
の
合
計
所
得
金
額

３０

が
１
２
５
万
円
以
下
に
該
当
す
る

方
に
は
ア
に
次
の
い
ず
れ
か
１
点

を
追
加　
▽
オ
「
平
成　
年
度
介

３１

護
保
険
料
額
決
定
通
知
書
兼
納
入

通
知
書
」
の
所
得
段
階
区
分
欄
に

「
６
」・「
７
」
の
い
ず
れ
か
の
記

載
が
あ
り
、
か
つ
合
計
所
得
金
額

覧
が
１
２
５
万
円
以
下
の
記
載
が

あ
る
も
の
▽
カ
「
平
成　
年
度
住

３１

民
税
課
税
証
明
書
」

　
※
必
要
書
類
に
関
す
る
注
意
事

項
＝
イ
・
オ
は
７
月　
日
付
で
介

１０

護
福
祉
課
か
ら
送
付
し
た
通
知
書

（
緑
色
の
封
筒
に
同
封
）
を
ご
用

意
く
だ
さ
い
（
イ
・
オ
は
再
発
行

で
き
ま
せ
ん
）
▼
ウ
・
カ
は
課
税

課
（
市
役
所
２
階
）
で
発
行
し
て

い
ま
す
（
有
料
）
▼
エ
は
「
生
活

扶
助
」
を
表
す
記
載
が
あ
る
も
の

の
み
使
用
で
き
ま
す
（
本
人
確
認

　
学
童
保
育
所
の
２
年
度
入
所
の

申
し
込
み
受
け
付
け
を　
月
７
日

１２

（
土
）
～　
日
（
金
）
に
行
い
ま

１３

す
。
受
付
時
間
は
、　

月
７
日

１２

（
土
）・９
日
（
月
）
～　
日
（
水
）

１１

が
午
前
８
時
半
～
午
後
５
時
、　
１２

日
（
木
）・　
日
（
金
）
が
午
前
８

１３

時
半
～
午
後
８
時
ま
で
で
す
。

　
学
童
保
育
所
は
、
放
課
後
帰
宅

し
て
も
、
保
護
者
の
就
労
な
ど
に

よ
り
家
庭
で
育
成
（
監
護
）
を
受

け
ら
れ
な
い
児
童
を
、
保
護
者
に

代
わ
っ
て
専
門
の
職
員
が
育
成
支

援
す
る
施
設
で
す
。

　
今
回
入
所
の
対
象
と
な
る
の
は
、

市
内
の
市
立
小
学
校
に
在
籍
、
ま

た
は
市
内
在
住
で
、
保
護
者
の
就

労
・
就
学
・
疾
病
・
介
護
な
ど
の

理
由
に
よ
り
、
放
課
後
に
家
庭
で

適
切
な
育
成
（
監
護
）
が
受
け
ら

れ
な
い
、
２
年
４
月
に
新
小
学
１

年
生
～
６
年
生
に
な
る
児
童
で
す
。

　
詳
し
く
は
児
童
青
少
年
課
児
童

青
少
年
係
☎
４
７
０
・
７
７
３
５

へ
。

　
市
民
税
・
都
民
税
、
固
定
資
産

税
・
都
市
計
画
税
、
国
民
健
康
保

険
税
な
ど
の
市
税
（
料
）
の
納
め

忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
仕
事
な

ど
で
平
日
の
相
談
が
困
難
な
方
は
、

ぜ
ひ
こ
の
機
会
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。　
ま
た
、キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド

を
使
っ
た
口
座
振
替
（
ペ
イ
ジ
ー

口
座
振
替
受
付
サ
ー
ビ
ス
）
の
手

続
き
も
受
け
付
け
ま
す
。

　
※
相
談
の
場
合
は
、
事
前
に
来

庁
の
日
時
を
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
【
日
時
】
休
日
＝　

月　

日

１０

２６

（
土
）・　
日
（
日
）
の
い
ず
れ
も

２７

書
類
と
兼
用
可
）

　
【
そ
の
他
】有
効
期
限
が
元
年
９

月　
日
の
パ
ス
を
お
持
ち
の
方
で
、

３０
ま
だ
更
新
手
続
き
が
済
ん
で
い
な

い
方
は
、　

月　
日
（
木
）
ま
で

１０

３１

に
最
寄
り
の
同
パ
ス
発
行
窓
口
で

更
新
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い

　
詳
し
く
は
東
京
バ
ス
協
会
シ
ル

バ
ー
パ
ス
専
用
電
話
☎
０
３
・
５

３
０
８
・
６
９
５
０
（
土
曜
・
日

曜
日
、
祝
日
を
除
く
午
前
９
時
～

午
後
５
時
）
へ
。

午
前
９
時
～
午
後
４
時
▼
夜
間
＝

　
月　
日
（
火
）
午
後
８
時
ま
で

１０

２９

　
【
会
場
】
夜
間・休
日
の
い
ず
れ

も
納
税
課
（
市
役
所
２
階
）

　
【
ご
注
意
】納
税
証
明
書
の
発
行

は
で
き
ま
せ
ん

　
【
そ
の
他
】保
育
園
保
育
料
、学

童
保
育
所
費
は
、
納
付
書
を
持
参

し
て
い
た
だ
け
れ
ば
領
収
し
ま
す

　
詳
し
く
は
同
課
☎
４
７
０
・
７

７
３
０
へ
。

　
都
で
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
方

が
経
済
的
に
自
立
し
て
、
安
定
し

た
生
活
を
送
る
た
め
に
必
要
な
資

金
を
お
貸
し
し
て
い
ま
す
。

　
【
貸
し
付
け
対
象
】母
子
及
び
父

子
福
祉
資
金
＝
原
則
と
し
て
都
内

に
６
カ
月
以
上
居
住
す
る
母
子
家

庭
の
母
親
・
父
子
家
庭
の
父
親
な

ど
で
、　

歳
未
満
の
お
子
さ
ん
を

２０

扶
養
し
て
い
る
方
▼
女
性
福
祉
資

金
＝
原
則
と
し
て
都
内
に
６
カ
月

以
上
居
住
す
る
配
偶
者
が
い
な
い

女
性
で
、
次
の
①
・
②
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
方
。

　
①
親
・
子
・
兄
弟
姉
妹
な
ど
を

扶
養
し
て
い
る
方
（
所
得
制
限
な

し
）
②
年
間
所
得
が
２
０
３
万
６

０
０
０
円
以
下
で
、
母
子
家
庭
の

母
親
と
し
て　
歳
未
満
の
子
を
扶

２０

養
し
た
こ
と
の
あ
る
方
ま
た
は
婚

姻
歴
の
あ
る　
歳
以
上
の
方

４０

　
※
い
ず
れ
も
貸
し
付
け
が
自
立

に
つ
な
が
る
と
判
断
さ
れ
償
還
の

計
画
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
方
。 　

【
貸
し
付
け
の
種
類
・
申
請
方

法
】
技
能
習
得
・
転
宅
・
修
学
な

ど
の
目
的
ご
と
に
資
金
の
種
類
が

分
か
れ
て
い
ま
す
。
申
請
は
事
前

予
約
の
上
、
児
童
青
少
年
課
（
市

役
所
２
階
）
へ
。

　
※
審
査
の
結
果
、
貸
し
付
け
が

で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
【
償
還
方
法
】資
金
ご
と
に
設
定

さ
れ
て
い
る
期
限
内
に
償
還
し
て

い
た
だ
き
ま
す
。
連
帯
保
証
人
の

有
無
に
よ
っ
て
利
子
（
年
１
％
）

が
掛
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す

　
詳
し
く
は
同
課
助
成
支
援
係
☎

４
７
０
・
７
７
３
６
へ
。

臆

俺

牡

卸

桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶

桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶

乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙

乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙

納
め
た
国
民
年
金
保
険

料
は
全
額
が
社
会
保
険

料
控
除
の
対
象
で
す

　
国
民
年
金
保
険
料
は
所
得
税

法
お
よ
び
地
方
税
法
上
、
健
康

保
険
や
厚
生
年
金
な
ど
の
社
会

保
険
料
を
納
め
た
場
合
と
同
様

に
、
社
会
保
険
料
控
除
と
し
て

そ
の
年
の
課
税
所
得
か
ら
控
除

さ
れ
、
税
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　
控
除
の
対
象
と
な
る
の
は
、

平
成　
年
１
月
～
元
年　
月
に

３１

１２

納
め
ら
れ
た
保
険
料
の
全
額
で
す
。

過
去
の
年
度
分
や
追
納
さ
れ
た
保

険
料
も
含
ま
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
ご
自
身
の
保
険
料
だ
け

で
は
な
く
、
配
偶
者
や
家
族
（
子

ど
も
な
ど
）
の
負
担
す
べ
き
国
民

年
金
保
険
料
を
支
払
っ
て
い
る
場

合
、
そ
の
保
険
料
も
合
わ
せ
て
控

除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
な
お
、
今
年
の
１
月
～　
月
に

１２

納
付
し
た
国
民
年
金
保
険
料
の
社

会
保
険
料
控
除
を
受
け
る
た
め
に

は
、
年
末
調
整
や
確
定
申
告
を
行

う
と
き
に
、
領
収
書
な
ど
保
険
料

を
支
払
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
書

類
の
添
付
が
必
要
で
す
。

　
こ
の
た
め
、
今
年
の
１
月
１
日

～
９
月　
日
に
国
民
年
金
保
険
料

３０

を
納
付
し
た
方
に
は
、　

月
上
旬

１１

に
日
本
年
金
機
構
か
ら
「
社
会

保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
」
が
送
付
さ
れ
る

の
で
、
申
告
書
の
提
出
の
際
に

必
ず
こ
の
証
明
書
ま
た
は
領
収

証
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い

（　
月
１
日
～　
月　
日
に
、

１０

１２

３１

今
年
初
め
て
国
民
年
金
保
険
料

を
納
め
た
方
に
は
、
翌
年
の
２

月
上
旬
に
送
付
さ
れ
ま
す
）。

　
税
法
上
と
て
も
有
利
な
国
民

年
金
は
、
老
後
は
も
ち
ろ
ん
不

慮
の
事
故
な
ど
万
が
一
の
と
き

に
も
心
強
い
味
方
と
な
る
制
度

で
す
。
保
険
料
は
納
め
忘
れ
の

な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
詳
し
く
は
武
蔵
野
年
金
事
務

所
☎
０
４
２
２
・
５
６
・
１
４

１
１
へ
。

納
期
内
納
付
に 

ご

協

力

を

　
　
月　
日
（
木
）
は
、
市

１０

３１

民
税
・
都
民
税
第
３
期
、
国

民
健
康
保
険
税
第
４
期
、
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
第
４

期
、
介
護
保
険
料
第
４
期
の

納
期
限
で
す
。
最
寄
り
の
金

融
機
関・ゆ
う
ち
ょ
銀
行（
郵

便
局
）・コ
ン
ビ
ニ
で
お
納
め

く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
納
税
課
☎
４
７

０
・
７
７
２
９
へ
。

お

わ

び

　
広
報
９
月
1
日
号
の
「
シ

ル
バ
ー
パ
ス
更
新
手
続
き
」

に
係
る
記
事
で
、「
新
規
手
続

き
に
つ
い
て
は
広
報　
月
1

１０

日
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
」

と
記
載
し
て
い
ま
し
た
が
、

掲
載
が
今
号
に
な
り
ま
し
た

こ
と
、
お
わ
び
い
た
し
ま
す
。

市
民
税
・
都
民
税

公
的
年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し（
特
別
徴
収
）の
お
知
ら
せ

東
京
都
シ
ル
バ
ー
パ
ス

新
規（　

月
～
翌
年
３
月
）購
入
手
続
き
の
お
知
ら
せ

１０

表１　公的年金からの市民税・都民税の引き落とし（特別徴収）
を開始する年度の徴収

（例）　年金に係る税額が１万２,０００円の場合
特別徴収

（年金からの引き落とし）
普通徴収

（納付書または口座振替）徴収の方法

１０月・１２月・２月６月・８月納期・年金支給月
年税額の２分の１（６,０００円）年税額の２分の１（６,０００円）

納付額
各月２,０００円各月３,０００円

表２　公的年金からの市民税・都民税引き落とし（特別徴収） 
２年目以降の徴収

（例）　年金に係る税額が１万７,０００円で前年度の年税額が１万
８,０００円の場合

特別徴収（本徴収）特別徴収（仮徴収）徴収の方法
２月１２月１０月４月・６月・８月年金支給月

年税額から仮徴収分を引いた額
（８,０００円）

前年度の年税額の２分の１
（９,０００円）納付額

２,６００円２,６００円２,８００円各月３,０００円
※公的年金からの市民税・都民税の引き落とし（特別徴収）を開始する年度と、引
き落とし（特別徴収）が継続する年度では徴収方法が異なります。

２
年
度
４
月
入
所
の
学
童
保
育
所
へ
の

　

申
し
込
み
受
け
付
け
は

　
　
　

月
７
日
（
土
）
〜　

日
（
金
）

１２

１３

市
税
（
料
）
の
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん

市
税
（
料
）
の
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
かか

夜
間
・
休
日
納
付
相
談
窓
口
を
開
設
し
ま

夜
間
・
休
日
納
付
相
談
窓
口
を
開
設
し
ま
すす

東
京
都
母
子
及
び
父
子
福
祉
資
金
・

女
性
福
祉
資
金
貸
し
付
け
の
ご
案
内

　
広
報　
月
１
日
号
で
お
知
ら
せ

１０

し
ま
し
た
「
東
久
留
米
市
立
学
童

保
育
所
運
営
業
務
委
託
」
に
係
る

公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
に
つ
い
て
、

諸
般
の
事
情
に
よ
り
、
実
施
期
間

を
変
更
し
た
こ
と
か
ら
、
同
プ
ロ

ポ
ー
ザ
ル
に
係
る
実
施
要
領
の
配

布
期
間
を
次
の
と
お
り
変
更
い
た

し
ま
す
。
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
申

し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

　
【
変
更
後
配
布
期
間
】　
月　
日

１０

１５

（
火
）
～　
月
５
日
（
火
）

１１

　
参
加
を
希
望
す
る
事
業
者
は
、

配
布
期
間
に
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

掲
載
す
る
実
施
要
領
な
ど
に
沿
っ

て
、
必
要
書
類
を
児
童
青
少
年
課

（
市
役
所
２
階
）
へ
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
同
課
児
童
青
少
年
係

☎
４
７
０
・
７
７
３
５
へ
。

「
東
久
留
米
市
立
学
童
保
育
所
運
営
業
務
委
託
」

　
　

に
係
る
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル

　
　
　

実
施
期
間
の
変
更
の
お
知
ら
せ


